
 

 

 

 

 

 

第２期千葉市女性職員活躍推進プランを策定しました！ 

～すべての職員の更なる活躍を目指して、取組みを進めます～  

 

千葉市では、女性活躍推進法に基づき、すべての職員が、個性と能力を存分に発揮し、イキイ

キと輝ける組織を目指して、平成２８年３月に第１期の千葉市女性職員活躍推進プランを策定

し、女性職員の登用や男性職員の子育て支援に取り組んできました。 

この度、新たに第２期の千葉市女性職員活躍推進プランを策定しましたので、お知らせします。 

 

１ 第２期千葉市女性職員活躍推進プランの概要 

（１）名称  

～すべての職員の更なる活躍を目指して～ 第２期千葉市女性職員活躍推進プラン 

（２）計画期間 

令和２年４月～令和７年３月 

（３）数値目標 

・管理職員（課長補佐級以上）に占める女性職員の比率を、令和７年度までに３０％にする 

・男性職員の育児休業取得率を、令和６年度までに、１００％にする 等 

（４）主な取組み 

・女性職員のキャリア形成支援のため、「女性管理監督職による相談役の設置」や 

「女性職員向けの研修の充実」等 

・働き方改革に向け、「勤務環境の整備（テレワーク）」や「勤務形態の多様化の推進

（勤務パターンの多様化）」等 

・女性職員の活躍の場の創出・拡充のため、「部分休等取得者の登用」や「柔軟な昇任制

度の更なる周知と運用」等 

・家庭と仕事の両立支援（男性職員の育児等家庭生活への関与を高めるために）に向け、 

「男性職員対象の女性活躍推進研修」等 

 

２ 添付資料  

（１）第２期千葉市女性職員活躍推進プラン 概要版 

（２）第２期千葉市女性職員活躍推進プラン 本編 

 

 

女性活躍推進法について 

 女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現

することを目的として、平成２７年８月に成立。この法律により、国や地方公共団体等（特定

事業主）は、行動計画の策定が義務付けられた。 

 

 

記者発表資料 

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ ９ 日 
総 務 局 総 務 部 人 事 課 
電話 ２４５－５０３１ 
内線 ２１７１ 


